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「トライオート FX インターネット取引説明書」の一部改正について 

                                     下 線 部 変 更 

（平成 27 年２月 14 日） 

現 行 変 更 後 

（前 文）  （省 略） 

 

（枠 内） 

Ⅰ～Ⅳ   （省 略） 

Ⅴ   （省 略） 

カバー先の商号 業務内容 監督当局 

GAIN GTX, LLC 金融機関向け

外国為替電子

取引事業者 

米国商品先物取引

委員会 

Ⅵ～Ⅷ   （省 略） 

 

（本 文） 

１.～３．   （省 略） 

４．「トライオート FX」に関する重要事項 

(1) オートパイロット注文で発注された決済注文の

取消はできません。 

(2)    （省 略） 

(3) オートパイロット注文で発注された決済指値注

文の変更はできません。決済逆指値注文はオート

パイロット注文作成時にお客様が指定した値幅

（pips）から当社指定の範囲内で変更可能です。

(4) ～(8)   （省 略） 

(9) 値幅（pips）にて設定を行ったオートパイロット

注文について、指値注文は、直前の注文の取引価

格にお客様の指定した値幅（pips）および取引手

数料を加味した価格で発注されます。 

逆指値注文は、原則、直前の注文の約定価格にお

客様の設定した値幅（pips）に発注時のスプレッ

ドを加味した価格で発注されます。そのため、発

注時にスプレッドが大きく開いている場合は、お

客様の設定値幅（pips）と大きく離れた逆指値注

文が発注されます。（例 1参照） 

また、取引終了直前に逆指値注文が発注され約定

システムにて受け付けられることなく取引が終

了となった場合等は、取引再開時に再度、逆指値

注文が発注されますが、その場合に加味されるス

プレッドは取引再開時に発注される際のスプレ

ッドではなく注文が発注された取引終了直前の

（前 文）   （現行どおり） 

 

（枠 内） 

Ⅰ～Ⅳ   （現行どおり） 

Ⅴ   （現行どおり） 

カバー先の商号 業務内容 監督当局 

GTX Bermuda Ltd. 金融機関向け

外国為替電子

取引事業者 

バミューダ金

融局 

Ⅵ～Ⅷ   （現行どおり） 

 

（本 文） 

１. ～３．   （現行どおり） 

４．「トライオート FX」に関する重要事項 

（削 除） 

 

(1)   （現行どおり） 

（削 除） 

 

 

 

(2) ～(6)   （現行どおり） 

(7) オートパイロット注文で発注された注文の変

更・取消には、売買方針等によって制限がござい

ます。オートパイロット注文の仕組みや操作方法

については、必ず当社ホームページおよびトライ

オート FX 操作マニュアルをご覧ください。 
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現 行 変 更 後 

スプレッドが加味されます。（例 2参照） 

（例 1） 

オートパイロット注文設定時に指値を 100pips、

逆指値を 50pips に設定している状態で、米ドル

/円の価格が[119.500-120.000]の時に、120.000

円で買い新規注文が成立すると、決済の売り指

値注文は、121.000 円で発注され、売り逆指値注

文は 119.000 円で発注されます（取引手数料は 0

としております）。 

（例 2） 

オートパイロット注文設定時に指値を 100pips、

逆指値を 50pips に設定している状態で、米ドル/

円の価格が[119.500-119.530]の時に、119.530

円で買い新規注文が成立した。決済の売り指値注

文は、120.530 円で発注され、売り逆指値注文は

119.000 円で発注されたが、受け付けられる前に

取引が終了となった。この場合、その後、取引再

開時の米ドル/円の価格が[119.700-119.800]と

なっていても、決済の売り指値注文は、120.530

円で発注され、売り逆指値注文は 119.000 円で発

注されます（取引手数料は 0としております）。

(10)操作方法等については、｢トライオート FX 操作マ

ニュアル｣をご参照ください。 

（以下省略） 

 

 

平成 27 年１月 12 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 

（以下現行どおり） 

 

 

平成 27 年２月 14 日

 


